
一般貸切旅客自動車運送事業の許可に関するフロー

許可申請書の提出 貸切事業許可申請 【道路運送法第４条】

申請内容の確認（記載事項・ 添付書類）
【道路運送法第５条・道路運送法施行規則第６条】

九州運輸局に進達 審査基準に基づく申請内容の事前審査
九州運輸局審査基準
【平成１４年１月３０日付け九運公福第６５号】

法令試験・意見聴取の案内 試験・意見聴取日・確認書類等の通知

法令試験・意見聴取の実施

法令試験不合格

再 試 験

許 可 処 分 標準処理期間 申請から４ヶ月
【平成１２年１月３１日付け九運公福第７号】

許 可 書 交 付 運輸開始までの諸手続き、必要帳票類等の説明

登録免許税納付 登録免許税 ９０，０００円

運賃・料金届出 運賃及び料金設定届出【道路運送法第９条の２】

運送約款の認可 運送約款設定認可申請【道路運送法第１１条】
※標準運送約款を定めた場合には申請不要。

営 業 開 始

運輸開始届出 開始届【道路運送施行規則第６６条】



運輸開始後の各種手続き

事業計画変更【認可申請】 事業計画変更認可申請【道路運送法第１５条】
・営業区域の拡大・縮小
・営業所の位置の変更
・車庫の位置及び収容能力の変更

事業計画変更【届 出】 事業計画変更届出【道路運送法第１５条第３項及び第４項】
・営業所に配置する事業用自動車の数⇒ 事前届け
・主たる事務所名称及び位置・営業所の名称⇒ 事後届け

条件解除 許可に付された条件の解除及び変更
・大型車増車に伴う中・小型限定の解除
・葬儀等会葬客限定の解除等

乗合旅客運送 乗合旅客運送許可申請【道路運送法第２１条】
・イベント運送
・鉄道の工事による運休時の代替バス
・実証実験 等


